
【お問い合わせ先】 

●区域区分・用途地域・地区計画の区域について 

都市計画部 都市計画課   ℡042-620-7302 

●市街化調整区域内の制限について 

まちなみ整備部 開発審査課   ℡042-620-7298 

●建築基準法に係る建築物等の制限内容について 

まちなみ整備部 建築指導課（審査担当） ℡042-620-726４ 

●地区計画区域内の建築物等の制限内容について 

まちなみ整備部 建築指導課（審査担当） ℡042-620-726４ 

●食品衛生営業許可申請について 

保健所 生活衛生課（食品衛生担当）  ℡042-645-5115 

 

 
 
 
 
 営業施設は、立地する区域・地域に定められた法令等（都市計画法・建築基準法・各種

条例等）に基づく土地利用上の制限（区域区分・用途地域・地区計画）に適合する必要が

あります。 

 食品衛生営業許可の申請前に、営業施設の予定地が適切か、改装工事に伴う法令手続き

が必要であるか等、必ず下記「確認の流れ」によりご確認ください。 

なお、食品衛生法の営業許可にかかわらず、上記法令等の規定に適合しない場合は、罰

則規定の対象となりますのでご注意ください。 

 

<< 確認の流れ >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 営業形態により個別に判断する必要があるため、相談の際は、 

 

 

 

 

<< よくある相談例 >> 

【例１】 

 住宅（用途地域が第一種低層住居専用地域）で、喫茶店を計画している。 

 
 
 
 
 
 

【例２】 

 施設（用途地域が第一種低層住居専用地域）では、お菓子の製造のみを行い、別の場

所で販売を計画している。 

 
 
 
 
 

【例３】 

 空き家を利用し、改装やリフォームによって飲食店・喫茶店の営業を計画している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

営 業 施 設 の 立 地 場 所 は 適 切 で す か ？ 

「市街化区域」 と 「市街化調整区域」があります。 
「市街化調整区域」は原則、建築行為禁止や飲食店の営業が制限されています。 区域区分 
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12 種類の用途地域があります。 
営業施設の内容により立地できない地域があります。 

地域により、さらに地区計画の制限があります。 
その場合、用途地域に加え、さらに厳しい建物用途の制限が定められている地域があります。 
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建築物の形態や設備の状況、営業階によっては、営業できない場合があります。 
例えば、不特定多数の人が出入りする店舗や、風俗営業法の店舗は、避難階段など建築物全体

に及ぶ設備が必要になる場合があります。 

 

第一種低層住居専用地域において喫茶店の単独の

用途の建物は建築することができません。ただし、

住宅の一部を利用し、兼用住宅として営業をする場

合、喫茶店であれば面積に応じて建築することが可

能です。 

住宅 

喫茶店 

兼用住宅

食品の製造や加工を行い、製品を販売場所へ納める

場合、建築基準法上は工場の扱いとなります。第一

種低層住居専用地域において工場は建築すること

ができません。 

新たに建物を建築しない場合など、建築基準法上の

申請（建築確認申請）の必要がない場合においても、

建物の用途の制限は適用されます。よって小規模な

改修等でも建築基準法違反となる場合があります。 

飲食店に 

改装 

など具体的な資料をお持ち下さい。 

営業の内容 施設の面積 建築物の情報（図面等）施設の場所 

OPEN 

また、建築基準法に基づく建築確認申請（用途変更等）の手続きが必要となる場合もあるので、

必要に応じて、建築士にも相談して下さい。 

●●●

平成 30 年 6 月 

食品衛生 
営業許可申請 上記の各法令等に適合することをご確認の上、申請を行って下さい。 


